
納付方法変更に伴う登録更新申請書の提出方法について
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【支払方法】
（１）クレジットカード
（２）Pay-easy （インターネットバンキング）
（３）Pay-easy （金融機関ATM（現金払可））

上記いずれかの方法でお支払いください。

提出方法②：郵送（電子納付）
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※③、④の 「電子納付事前準備」とは、電子納付に先立ち
電子申請システムで法人情報等を入力していただくものです。


